
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

高
齢
運
転
者
対
策
の
推
進
を
図
る
た
め
の
規
定
の
整
備

一

臨
時
認
知
機
能
検
査
に
関
す
る
規
定
の
整
備

公
安
委
員
会
は
、
七
十
五
歳
以
上
の
者
（
運
転
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
が
認
知
機
能
が
低
下
し
た
場

合
に
行
わ
れ
や
す
い
一
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
臨
時
に
認
知
機
能
検
査
を
行
う
こ
と
と
す
る

。
（
第
百
一
条
の
七
関
係
）

二

臨
時
高
齢
者
講
習
に
関
す
る
規
定
の
整
備

公
安
委
員
会
は
、
一
の
認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
者
が
、
一
定
の
基
準
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該

認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
高
齢
者
講
習
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
（
第
百
一
条
の
七
及
び
第
百
八
条
の
二
関
係
）

三

臨
時
適
性
検
査
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備

公
安
委
員
会
は
、
認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
者
が
、
認
知
症
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
示
す
一
定
の
基
準
に
該
当
し
た

と
き
は
、
臨
時
に
適
性
検
査
を
行
い
、
又
は
そ
の
者
に
対
し
一
定
の
要
件
を
満
た
す
医
師
の
診
断
書
を
提
出
す
べ
き
旨
を



命
ず
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
百
二
条
関
係
）

第
二

運
転
免
許
の
種
類
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

自
動
車
及
び
運
転
免
許
の
種
類
に
関
す
る
規
定
の
整
備

（
一
）
自
動
車
の
種
類
と
し
て
、
新
た
に
準
中
型
自
動
車
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
三
条
関
係
）

（
二
）
運
転
免
許
の
種
類
と
し
て
、
新
た
に
、
準
中
型
自
動
車
免
許
（
以
下
「
準
中
型
免
許
」
と
い
う
。
）
及
び
準
中
型
自

動
車
仮
免
許
（
以
下
「
準
中
型
仮
免
許
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
八
十
四
条
関
係
）

（
三
）
準
中
型
自
動
車
を
運
転
し
よ
う
と
す
る
者
は
準
中
型
免
許
を
、
準
中
型
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
第
一
種

運
転
免
許
又
は
第
二
種
運
転
免
許
を
受
け
な
い
で
練
習
等
の
た
め
に
準
中
型
自
動
車
を
運
転
し
よ
う
と
す
る
者
は
準
中

型
仮
免
許
を
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
（
第
八
十
五
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
関
係
）

二

運
転
免
許
の
欠
格
事
由
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備

（
一
）
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
に
対
し
て
は
準
中
型
免
許
及
び
準
中
型
仮
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
と
す
る
。
（
第
八
十
八
条

関
係
）

（
二
）
準
中
型
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
安
委
員
会
が
行
う
そ
の
受
け
よ
う
と
す
る
運
転
免
許
に
係
る
自
動
車
の



運
転
に
関
す
る
講
習
及
び
応
急
救
護
処
置
に
関
す
る
講
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
（
第
九
十
条
の

二
関
係
）

三

再
試
験
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備

（
一
）
公
安
委
員
会
は
、
準
中
型
免
許
を
受
け
た
者
で
当
該
免
許
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
間
に
違
反
行
為
を
し
、
一
定
の
基

準
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
に
対
し
、
再
試
験
を
行
う
も
の
と
す
る
。
（
第
百
条
の
二
関
係
）

（
二
）
準
中
型
免
許
を
受
け
た
者
で
、
当
該
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
一
年
に
達
し
な
い
も
の
は
、
初
心
運
転

者
標
識
を
付
け
な
い
で
準
中
型
自
動
車
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
（
第
七
十
一
条
の
五
関
係
）

第
三

そ
の
他

酒
気
帯
び
運
転
又
は
過
労
運
転
等
の
違
反
行
為
を
し
、
よ
っ
て
交
通
事
故
を
起
こ
し
、
人
を
傷
つ
け
た
場
合
に
つ
い
て

、
運
転
免
許
の
効
力
の
仮
停
止
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
百
三
条
の
二
関
係
）

第
四

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

（
一
）
（
二
）
を
除
き
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日



か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
第
三
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
。


